
清涼飲料水等（自動販売機）の提供委託業務契約書 

 

 

   件 名   国立夜須高原青少年自然の家清涼飲料水等（自動販売機）の 

提供委託業務一式 

 

金 額  別紙、自動販売機設置内訳のとおり 

 

 発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立夜須高原青少年自然の家所長（以下「発

注者」という。）は、○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○（以下「受注者」という。）との

間において、上記の件について、上記金額で次の条項によって委託業務を締結し、信義に従って

誠実にこれを実施するものとする。 

 

（設置条項） 

第１条 発注者は、発注者の管理する別紙の設置場所に受注者が自動販売機を設置し飲料等の販

売を行う業務を委託するものとする。 

２  自動販売機設置内訳は、発注者・受注者間で協議の上これを書面により変更することができ

るものとする。 

 

（自動販売機の管理） 

第２条 受注者は、定期的にルートセールスを派遣して、自動販売機の衛生管理、中身商品の補

充等を行うものとする。 

２ 清涼飲料水等の欠品が出た場合には、発注者の申し出により速やかに対応するものとする。 

 

（自動販売機の損壊等） 

第３条 発注者は、自動販売機の損壊、盗難事故、運転の不円滑、その他異常を発見した時は遅

延なくこれを受注者に通知するものとする。 

２ 前項の通知があった場合その他自動販売機に故障ある場合は、受注者は速やかに修理等を行

うものとする。 

 

（再委託） 

第４条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託（再委託先が委託の子会社（会社法（平成

17年法律第86号）第２条第１項第３号 に規定する子会社をいう。）である場合も含む。以下同

じ。）してはならない。ただし、業務の主要な部分を除き、その一部を再委託する必要があると

きは、あらかじめ発注者にその承認を得るものとする。 

２ 受注者は、前項ただし書きに定める業務の一部を再委託した場合、当該再委託先の行為は、受注

者の行為とみなすものとする。 

 

（契約期間） 

第５条 本契約の有効期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。ただし、

契約期間満了の日の３か月前までに発注者又は受注者から契約期間を更新しない旨の書面に

よる意思表示がない場合には、本契約は従来と同一の条件で１年間契約期間を更新するもの

とする。なお、更新期間は当初契約期間の始期から起算して最長５年間とする。 

 

（契約の解除） 

第６条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができ

る。ただし、発注者は、契約の解除が適当でないと判断した場合は、受注者と協議の上契約を解

除せず違約金を徴収することができる。 

  （１）受注者が、正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。 

  （２）この契約の履行について、受注者に不正・不当な行為があったとき。 

  （３）受注者がこの契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。 



 

 

  （４）受注者が、発注者と現に締結している他の契約について、受注者の責に帰すべき事由

により当該契約を解除されたとき。 

（５）受注者が次のいずれかに該当するとき。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその

役 員又はその支店若しくは供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号

において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員

（以下この号に おいて「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号において

同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認

められるとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。  

へ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでの

いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められると

き。 

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約そ

の 他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受

注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

（６）前号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。 

（７）発注者の都合により契約の解除の必要があるとき。 

２ 受注者は、本契約の有効期間中に商品の販売数量が著しく少ない場合等、本契約を継続する

ことが困難な理由が発生したときには、解除することができる。 

３ 第１項により契約を解除する場合において、（７）が生じたときは、発注者は受注者に対し

て契約解除の理由を記載した書面を解除しようとする１ヵ月前までに受注者に通知し、解除

できるものとするが、（１）から（６）については、書面をもって通告することによって解

除するものとする。なお、受注者の解除については、１ヶ月前に通知し、発注者・受注者協

議の上その承諾を得て、本契約を解除することができる。 

 

（電気料及び不動産貸付料） 

第７条 発注者は、受注者に自動販売機設置等に伴う不動産貸付料を無償とする。 

２ 自動販売機設置及び運転に伴う電気料金は、受注者の負担とする。 

 

（売上金） 

第８条 自動販売機による売上金は、受注者に帰属する。 

 

（売上報告） 

第９条 受注者は、自動販売機毎に清涼飲料水等の売上について、売上月の翌月の２０日までに

発注者に報告するものとする。 

 

（手数料の振込） 

第10条 受注者は、前条の売上金に対し、別紙の手数料率を乗じた額を、手数料として発注者に

納めるものとする。 

２ 受注者は、前項の手数料について、四半期ごとに、四半期毎に取りまとめ、発注者に報告す

るとともに、発注者が指定する下記の銀行口座へ振込するものとする。 

 

 



 

 

銀行名   三菱ＵＦＪ銀行 

支店名   渋谷支店  

種別    普通預金  

口座番号  ２９７１５５９ 

口座名義  独立行政法人国立青少年教育振興機構 自販機口  

 

３ 前項に係る振込手数料は、受注者が負担するものとする 

 

（手数料の改定） 

第11条 清涼飲料水等の販売数量が著しく増減及びその他の事由が生じた場合には、発注者・受

注者間で協議の上、手数料を改定することができるものとする。 

 

（契約保証金） 

第12条 契約保証金は免除する。 

 

（自動販売機の移動または撤去） 

第13条 受注者は、自動販売機の設置場所の移動、または撤去について、発注者から要望がある

場合は、速やかに対応するものとし、その費用は、受注者が負担するものとする。 

 

（契約終了時の原状復帰） 

第14条 受注者は、本契約が終了したときは、受注者の負担により、速やかに自動販売機を撤去

し、発注者が指定する日までに原状に回復するものとする。 

 

（事故等の賠償） 

第15条 受注者は、自動販売機に起因する事故等による発注者又は第三者への賠償について、受

注者の責任において行うものとする。 

２ 受注者は、この契約に定める義務を履行しないために発注者に損害を与えたときは、その損

害に相当する金額を損害賠償として発注者に支払わなければならない。 

 

（秘密情報の順守） 

第16条 受注者は、この契約に関連して知ることのできた発注者の知識又は情報（個人情報を含

む）その他の権利（以下「秘密情報」という。）について次の各号の規定を遵守すること。た

だし、発注者からの指示又は承諾がある場合はこの限りではない。 

  （１）秘密情報の目的外利用を禁止するとともに、第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは

利用させてはならない。 

  （２）秘密情報の漏洩等が発生した場合は、被害拡大の防止に万全に期すとともに、直ちに

委託者へ報告すること。 

  （３）秘密情報を複製等してはならない。 

  （４）秘密情報は、契約期間満了後速やかに消去等すること。 

  （５）秘密情報に関する関係法令に基づき業務を実施すること。 

  （６）前各号に違反した場合は、契約解除するとともに、発注者に生じた損害賠償の責めを

負うこと。 

２  前項の規定は、契約解除後又は契約期間満了後においても存続するものとする。 

 

（一般的約定） 

第17条 この契約の一般的約定事項については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規

程、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則によるほか、文部科学省が定め

た製造請負契約基準を準用するものとする。 

 

（協議） 

第18条 この契約に定めのない事項、又はこの契約の内容に疑義が生じた場合は、その都度発注



 

 

者・受注者間で協議の上定めるものとする。 

 

 

上記契約の成立を証するため本契約書２通を作成し、発注者・受注者は次に記名押印のう

え、各自１通保有する。 

 

 

   令和８年３月  日 

 

 

              発注者 住 所 ○○県○○市○○町 

 氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構 

       国立○○青少年○○の家 

所 長  ○○ ○○ 

 

 

 

                            受注者 住 所  

                  氏 名  



 

 

【（８）自動販売機設置内訳（契約書別紙）】 

                                         別紙 

自動販売機設置内訳 

 

№ 
機種

区分 
設置場所 販売価格 

販売手数料

（％） 

年間消費電力量 

（kWh） 

１      

２      

３      

４      

５      

６      

７      

８      

９      

10      

 

※機種区分 

（ア） カップ式コーヒー機 

（イ） カップ式コーヒー＆ジュース機 

（ウ） 缶＆ペット機 

（エ） 牛乳等パック機 

（オ） カップめん機 

（カ） 小型ビン飲料機 

（キ） ペット専用機 

（ク） アルコール類機 

（ケ） アイスクリーム機 

（コ） パン機 

 

 

  
＜留意点＞ 

 機種区分については、各地方施設の実情に応じて区分を加除願います。 



 

 

【（９）業者選定委員会の選定要項】 

 

令和８年２月６日 

 

清涼飲料水等（自動販売機）の提供委託業務 一式の業者選定委員会の選定要項 

 

 

（目的） 

第１条  独立行政法人国立青少年教育振興機構国立夜須高原青少年自然の家における清涼飲料

水等（自動販売機）の提供委託業務 一式に係る業者選定委員の選定については、この

要項の定めるところによる。 

 

（設置） 

第２条  国立夜須高原青少年自然の家の所長（以下「所長」という。）は、清涼飲料水等（自

動販売機）の提供委託業務の業者を選定するため、業者選定委員会（以下、「業者選定

委員会」という。）を設置するものとする。 

  ２  業者選定委員会の委員は、所長が職員に委嘱するものとする。 

  ３  業者選定委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 

    （１）次長 

    （２）中村総務・管理係長 

    （３）宇戸事業推進係長 

    （４）山森主任企画指導専門職 

 

（任務） 

第３条  業者選定委員会は、公募により企画提案者から提出された企画提案書を次の各号に掲

げる事項について審査する。 

    （１）企画提案者のサービス体制に関すること。 

    （２）企画提案者の保守対応に関すること。 

    （３）自動販売機の機種及び設置方法に関すること。 

    （４）その他設置に必要な事項に関すること。 

  ２  業者選定委員会は、審査の結果、企画提案者の選定を行なったときは、業者選定結果

報告書（別紙様式１）を作成し、所長に報告するものとする。 

３  前項に規定する評価事項については、別紙業者選定評価表を用いるものとする。 

 

附則 

１ この要項は、令和８年２月６日から実施する。 

 



 

 

【（10）業者選定結果報告書】 

 

（別紙様式１） 

 

事 務 連 絡 

令和○○年 ○月 ○日 

 

 

国立○○青少年○○の家 

所 長  ○○ ○○ 殿 

 

 

業者選定委員会 

                   委員 次長  ○○ ○○  印 

 

                   委員 ○○係長    ○○ ○○  印 

 

                   委員 ○○係長    ○○ ○○  印 

 

                   委員 ○○係長    ○○ ○○  印 

 

 

 

清涼飲料水等（自動販売機）の提供委託業務 一式の業者選定委員会において審議の結

果、下記のとおり選定しましたので報告します。 

 

 

記 

 

 

     合 格 者  第○番目 ○○○○株式会社 

           第○番目 株式会社○○ 

   

     不合格者       ○○○○株式会社 

 


